
予定利率引下げスキーム

超低金利が継続する中で 「逆ざや」問題を解決し保険契約者の保護を図るため、
の制度として、保険会社・保険契約者間の自治的な手続きにより、契約条件を変更す
る仕組みを整備する。

・必要があれば、経営改善努力を促保険会社からの契約条件変更の申出
すため、報告徴求、業務改善命令・契約条件の変更を行わなければ、保険業の継続が
を実施困難となる蓋然性がある場合

行政当局による申出の承認 解約の停止命令
・期限を付して解約の停・保険会社からの申出を受け、契約条件変更手続きに
止等を命令入ることが適当であれば、承認

・変更対象契約者や総代等に対し、保険会社による契約条件の変更案の作成
以下のような書類を事前に送付・保険会社は、契約条件の変更案を作成（ただし、責
① 契約条件の変更がやむを得な任準備金のカットは不可。予定利率引下げの下限は

い理由政令で規定 ）。
② 契約条件の変更の内容・総代会(株主総会)において変更案を決定（特別決議
③ 変更後の業務及び財産の状況（３/４（２/３）以上の賛成 ））

の予測
④ 基金・劣後ローンの取扱い

（基金に係る債務の免除について
必要な法的手当てを行う）行政当局による契約条件の変更案の承認

⑤ 経営責任に関する事項 等・行政当局は、必要に応じ を実保険調査人による調査
施（保険契約者の権利が不当に害されていないか等
をチェック）

･将来金利が上昇した場合等におい
て変更対象契約者に対し利益を還
元する方針は定款に記載

（１か月以上）変更対象契約者による異議申立
・変更対象契約者に対し、必要な資料を送付
・引下げについて変更対象契約者から異議を受付け
（ 、変更対象契約者の１/１０を超える異議がある場合
引下げは否認）

契約条件の変更の公告/変更対象契約者への通知 解 除



保険業法の一部を改正する法律案要綱 

 

 

 最近における保険業を取り巻く厳しい経済社会情勢の変化に対応し、保険業の継続が

困難となる蓋然性のある保険会社について、保険契約者等の保護の観点から、契約条件

の変更を可能とする手続等の整備を行うこととする。 

 

 

一 契約条件の変更 

 

１．契約条件の変更の申出 

(1)  保険会社は、その業務又は財産の状況に照らしてその保険業の継続が困難となる

蓋然性がある場合には、内閣総理大臣に対し、保険金額の削減その他の契約条項の

変更（以下「契約条件の変更」という。）を行う旨の申出をすることができることと

する。 

(2) 保険会社は、上記(1)の申出をする場合には、契約条件の変更を行わなければ保

険業の継続が困難となる蓋然性があり、保険契約者等の保護のため契約条件の変更

がやむを得ない旨及びその理由を、文書をもって、示さなければならないこととす

る。 

(3) 内閣総理大臣は、上記(1)の申出に理由があると認めるときは、その申出を承認

するものとすることとする。          （保険業法第 240 条の 2関係） 

 

２．解約に係る業務の停止等 

内閣総理大臣は、上記１.(3)の承認をした場合において、保険契約者等の保護のた

め必要があると認めるときは、当該保険会社に対し、期限を付して当該保険会社の保

険契約の解約に係る業務の停止その他必要な措置を命ずることができることとする。 

  （保険業法第 240 条の 3関係） 

 

３．契約条件の変更の限度 

(1) 契約条件の変更は、契約条件の変更の基準となる日までに積み立てるべき責任準

備金に対応する保険契約に係る権利に影響を及ぼすものであってはならないことと

する。 

(2) 契約条件の変更によって変更される保険金等の計算の基礎となる予定利率につ

いては、保険契約者等の保護の見地から保険会社の資産の運用の状況その他の事情

を勘案して政令で定める率を下回ってはならないこととする。 

（保険業法第 240 条の 4関係） 

 

４．契約条件の変更の決議 

(1) 保険会社は、契約条件の変更を行おうとするときは、上記１.(3)の承認を得た後、

契約条件の変更につき、株主総会（相互会社においては、社員総会（総代会を設け



ているときは、総代会。以下同じ。））の特別決議を経なければならないこととする。 

(2) 保険会社は、株主総会等の招集通知において、契約条件の変更がやむを得ない理

由、契約条件の変更の内容、契約条件の変更後の業務及び財産の状況の予測、基金

及び保険契約者等以外の債権者に対する債務の取扱いに関する事項、経営責任に関

する事項その他の事項を示さなければならないこととする。 

(3) 上記(1)の決議を行う場合において、契約条件の変更に係る保険契約に関する契

約者配当、剰余金の分配その他の金銭の支払に関する方針があるときは、上記(2)

の通知において、その内容を示さなければならないこととする。 

(4) 上記(3)の方針については、その方針を定款に記載し、又は記録しなければなら

ないこととする。               （保険業法第 240 条の 5関係） 

 

５．株主総会等の特別決議等に関する特例 

(1) 契約条件の変更に係る株主総会の特別決議は、商法の定足数に係る規定にかかわ

らず、出席した株主の議決権の３分の２以上の多数をもって、仮にすることができ

るとともに、再度の株主総会において出席した株主の議決権の３分の２以上の多数

をもって上記の仮決議を承認した場合には、その時に特別決議があったものとみな

すこととする。 

(2) 契約条件の変更に係る社員総会の特別決議は、保険業法の定足数に係る規定にか

かわらず、出席した社員（総代会を設けているときは、総代。以下同じ。）の議決権

の４分の３以上の多数をもって、仮にすることができるとともに、再度の社員総会

において出席した社員の４分の３以上の多数をもって上記の仮決議を承認した場合

には、その時に特別決議があったものとみなすこととする。 

（保険業法第 240 条の 6関係） 

 

６．契約条件の変更に係る書類の備置き等 

保険会社の取締役は、上記４.(1)の決議を行うべき日の２週間前から下記 10. (1)

の公告の日まで、契約条件の変更がやむを得ない理由を示す書類、契約条件の変更の

内容を示す書類、契約条件の変更後の業務及び財産の状況の予測を示す書類、基金及

び保険契約者等以外の債権者に対する債務の取扱いに関する事項を示す書類、経営責

任に関する事項を示す書類その他の書類を各営業所又は各事務所に備え置かなければ

ならないこととする。               （保険業法第 240 条の 7関係） 

 

７．保険調査人 

(1) 内閣総理大臣は、上記１.(3)の承認をした場合において、必要があると認めると

きは、保険調査人を選任し、契約条件の変更の内容その他の事項を調査させること

ができることとする。 

(2)  内閣総理大臣は、保険調査人が調査すべき事項及び内閣総理大臣に対して調査の

結果を報告すべき期限を定めなければならないこととする。 

(3)  内閣総理大臣は、保険調査人が調査を適切に行っていないと認めるときは、保険

調査人を解任することができることとする。 



(4) 保険調査人に係る費用及び報酬は被調査会社の負担とすることとする。 

(5) 保険調査人は、被調査会社の取締役、執行役、監査役及び支配人その他の使用人

並びにこれらの者であった者に対し、被調査会社の業務又は財産の状況につき報告

を求め、又は被調査会社の帳簿、書類その他の物件を検査することができることと

する。 

(6) 保険調査人は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならないこととす

る。              （保険業法第 240 条の 8～第 240 条の 10 関係） 

 

８．契約条件の変更に係る承認 

(1) 保険会社は、上記４.(1)の決議があった場合には、当該決議の後、遅滞なく、当

該決議に係る契約条件の変更について、内閣総理大臣の承認を求めなければならな

いこととする。 

(2) 内閣総理大臣は、当該保険会社において保険業の継続のために必要な措置が講じ

られた場合であって、かつ、上記４.(1)の決議に係る契約条件の変更が当該保険会

社の保険業の継続のために必要なものであり、保険契約者等の保護の見地から適当

であると認められる場合でなければ、上記(1)の承認をしてはならないこととする。 

    （保険業法第 240 条の 11 関係） 

 

９．契約条件の変更の通知及び異議申立て等 

(1) 保険会社は、上記８.(1)の承認があった場合には、当該承認のあった日から２週

間以内に、契約条件の変更の主たる内容を公告するとともに、変更対象契約者（契

約条件の変更の対象となる保険契約者をいう。以下同じ。）に対し、株主総会等で決

議された契約条件の変更の内容を通知しなければならないこととする。 

(2) 上記(1)の通知には、契約条件の変更がやむを得ない理由を示す書類、契約条件

の変更の内容を示す書類、契約条件の変更後の業務及び財産の状況の予測を示す書

類、基金及び保険契約者等以外の債権者に対する債務の取扱いに関する事項を示す

書類、経営責任に関する事項を示す書類その他の書類を添付するとともに、変更対

象契約者で異議がある者は一定期間内に異議を述べるべき旨を付記しなければなら

ないこととする。 

(3) 上記(2)の期間は、１月を下ってはならないこととする。 

(4) 上記(2)の期間内に、変更対象契約者総数のうち 10分の１を超える者から異議が

述べられ、かつ、当該異議を述べた変更対象契約者の保険契約に係る債権の額に相

当する金額が変更対象契約者の当該金額の総額の 10分の１を超えるときは、契約条

件の変更をしてはならないこととする。 

(5) 上記(4)の異議申立てが成立しない場合には、変更対象契約者全員が当該契約条

件の変更を承認したものとみなすこととする。  （保険業法第 240 条の 12 関係） 

 

10．契約条件の変更の公告等 

(1) 保険会社は、契約条件の変更後、遅滞なく、契約条件の変更をしたことその他の

事項を公告しなければならないこととする。契約条件の変更をしないこととなった



ときも、同様とすることとする。 

(2)  契約条件の変更後３月以内に、変更対象契約者に対し、変更後の保険契約者の権

利及び義務の内容を通知しなければならないこととする。 

（保険業法第 240 条の 13 関係） 

 

11．特定契約の範囲の見直し 

  合併等における契約条件の変更において、契約条件の変更の対象として定めること

ができない保険契約（特定契約）の範囲から、上記２.の命令により支払が停止して

いる保険契約を除くこととする。                 （保険業法第 250 条関係） 

 

 

二 基金及び基金償却積立金の取扱い 

 

１．基金に係る債務の免除を受けたときは、その免除を受けた金額に相当する金額を、

基金の総額から控除し、基金償却積立金として積み立てなければならないこととする。

         （保険業法第 56条関係） 

 

２．相互会社は、社員総会の特別決議により基金償却積立金を取り崩すことができるこ

ととし、この場合においては、保険株式会社の資本の減少の規定を準用することとす

る。                     （保険業法第 56条の 2関係） 

 

 

三 罰則 

 

所要の罰則規定の整備を行うこととする。 

 （保険業法第 316 条、第 318条、第 318 条の 2、第 321 条、第 328 条、第 333条関係） 

 

四 その他 

 

１．施行期日 

 この法律は、公布の日から起算して１月を超えない範囲内において政令で定める日

から施行する。 

 

２．その他所要の規定の整備を行うこととする。 



補償限度

（90％）

破綻した場合の
責任準備金

責任準備金の
10％カット＋予
定利率引下げ

責任準備金

契約条件の変更のイメージ

（養老保険の場合）

加入時

予定利率を引き下げ
た場合の責任準備金

①通常の責任準備金

積み立てら
れているべき
責任準備金

満期時

破綻した場合、
責任準備金を
最大10％カット

予定利率引下げ時
（破綻時）

②

死亡（満期）保険金

①通常時

②予定利率
引下げ時

③破綻時

③



契約条件変更の機械的な試算

30歳加入、保険金100万円、保険料払込期間30年間で平成15年に契約条件を変更した場合。（注１）

：養老保険（保険期間：30年）（注２） ：終身保険（保険期間：終身） ：定期保険（保険期間：30年）

昭和58年加入
（5.00％）

予定利率引下げ
の場合

予定利率 3.00％
責任準備金100％

養老 終身 定期

昭和63年加入
（5.50％）

平成5年加入
（4.75％）

平成10年加入
（2.75％）

95

71

87

養老 終身 定期

92

62

79

養老 終身 定期

94

70
82

養老 終身 定期

100100100

（万円）



（参考）
破綻の場合の

機械的な試算（1）

予定利率 1.50％
責任準備金 90％

養老 終身 定期

88

48

72

養老 終身 定期

85

42

63

養老 終身 定期

86

46

65

養老 終身 定期

93

72
84

30歳加入、保険金100万円、保険料払込期間30年間で平成15年に契約条件を変更した場合。（注１）

：養老保険（保険期間：30年）（注２） ：終身保険（保険期間：終身） ：定期保険（保険期間：30年）

昭和58年加入
（5.00％）

昭和63年加入
（5.50％）

平成5年加入
（4.75％）

平成10年加入
（2.75％）

（万円）

（参 考）

契約条件変更の機械的な試算



（参考）
破綻の場合の

機械的な試算（2）

予定利率 2.50％
責任準備金 100％

養老 終身 定期

94

64

84

養老 終身 定期

90

56

75

養老 終身 定期

92

62

77

養老 終身 定期

999598

30歳加入、保険金100万円、保険料払込期間30年間で平成15年に契約条件を変更した場合。（注１）

：養老保険（保険期間：30年）（注２） ：終身保険（保険期間：終身） ：定期保険（保険期間：30年）

昭和58年加入
（5.00％）

昭和63年加入
（5.50％）

平成5年加入
（4.75％）

平成10年加入
（2.75％）

（万円）

契約条件変更の機械的な試算

（参 考）



　　　〔過去の破綻の例〕

１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 ７年 ８年 ９年 １０年
日産生命(30年満期) 100 100 100 99 100 100 100 100 100 100
東邦生命(30年満期) 98 100 100 100 100 99 100 100 100 100
第百生命(10年満期) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 -
大正生命(10年満期) 99 99 99 99 100 100 100 100 100 -
千代田生命(30年満期) 100 100 100 100 100 100 99 100 100 100
協栄生命(10年満期) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 -
東京生命(10年満期) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
日産生命(20年満期) 100 91 91 83 78 78 79 77 78 80
東邦生命(30年満期) 84 83 83 72 72 63 58 58 58 60
第百生命(30年満期) － 78 78 78 68 68 60 55 55 55
大正生命(30年満期) 87 79 79 78 69 69 60 54 54 54
千代田生命(30年満期) - 85 84 84 74 73 64 59 59 59
協栄生命(30年満期) 97 88 88 88 74 74 74 61 61 61
東京生命(30年満期) 100 100 99 99 99 87 87 76 70 70
日産生命 100 80 80 65 58 58 57 61 61 61
東邦生命 72 71 70 56 56 45 40 39 39 41
第百生命 - 62 62 61 49 49 39 35 34 34
大正生命 67 55 55 55 42 42 35 30 30 30
千代田生命 - 70 69 69 53 53 42 35 35 35
協栄生命 92 76 76 76 55 55 54 39 39 39
東京生命 100 100 97 97 97 78 77 62 55 55

(注) １．30歳男性の破綻前の保険金額を１００とした場合の変更後保険金額を示している。
２．「－」の欄は、販売対象外又は保険期間満了後で該当保険契約のない場合を指す。

(出典) 各社の契約者への「保険契約の変更のお知らせ」から抜粋

終身保険
(６０歳払済)

破綻した生命保険会社の破綻後の受け取り保険金額

破　綻　処　理　時　に　お　け　る　経　過　年　数

定期保険

養老保険



（億円、％）

契約年度 ～1980 1981～1985 1986～1990 1991～1995 1996～2000 2001

予定利率 4.00～5.50% 5.50～6.00% 5.50～6.00% 3.75～5.50% 2.00～2.75% 1.50%

　　　　合　　　計　　　額 79,456 117,957 279,854 332,067 290,870 46,930 1,147,117

　　　　占　　　 　　　　率 6.9％ 10.3％ 24.4％ 28.9％ 25.4％ 4.1％ 100％

（注１）個人保険と個人年金保険の責任準備金（特別勘定の責任準備金及び危険準備金を除く）

（注２）予定利率は、当該期間による代表的な例であり、各社によって若干の差異がある。

契約期間別責任準備金残高全社計（２００２年３月末）

　　合　　　　計 合計



 
予定利率引下げの下限について 

 
 

  
契約条件の変更によって変更される保険金等の計算の基礎となる予定利率については、

保険契約者等の保護の見地から保険会社の資産の運用の状況その他の事情を勘案して政
令で定める率を下回ってはならないこととする。 
 
 
 

○ 保険会社の資産の運用の状況 
・ 生保会社の平均運用利回り      ：２．３１％（13 年度全社ベース） 

 
 

○ 平均予定利率 
・ 現在の平均予定利率         ：３．５６％（13 年度全社ベース） 

 
・ ３％まで引き下げた場合の平均予定利率：２．５％前後 


